
障害者雇用促進法に基づく認定

「もにす認定」企業

○障害者の多数雇用・教育・育成

・障害者の雇用が従業員108名中6名（雇用保険被保険者。短時間を含めると9名の障害者を雇

用）法定雇用率算定基礎102.5名中5.5名が障害者。雇用率5.37％【法定雇用率の2.3倍】

・社長から全社員向けに、障害者雇用についての自社の方針、理解促進のためのメッセージを

発信、周知している。

○雇用管理

・障害者に対するサポートを万全にするために、直接支援に携わる社員に「精神・発達障害者

しごとサポーター養成講座」を受講させ、障害の特性、かかわり方などの知識を身につけさ

せている。

・支援学校の生徒の職場実習を積極的に受け入れている。また、本人の希望があれば実習した生徒

の正式採用も今までに多数行っている。

・所属する経済団体からの依頼で、障害者雇用の取り組みなどについて講演を行っている。

〇障害者の定着率

・過去3年間に採用した障害者の職場定着率100％。

〇その他

・地域の授産所が行っている古紙回収作業にかかる受け入れも積極的に行っており、施設の障害者

の作業意欲向上にも一役かっている。今後施設に対し、業務発注することも検討している。

事業内容 古紙などの再生資源回収、卸売、廃棄物の収集運搬その他
所 在 地 福島市陣場町2番２０号
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